
 

 

    

     

      

      

 

御槇テレビ中継局 

放送波受信確認調査のための一時運用休止のお知らせ 

2026年 3月１８日 

御槇地区の皆様へ 

 皆様がお住いの地域へは、テレビ愛媛 御槇テレビ中継局から電波による地上波テレビ

サービスをご提供しております。その一方で宇和島市によるケーブルテレビの整備が行われ

現在は多くの方がケーブルテレビで地上波テレビをご覧になっていることが予測されます。 

 そこでテレビ愛媛では、御槇テレビ中継局の放送エリアにおいて、電波で地上波テレビを

ご覧になっている世帯を確認させていただきたいと考えています。 

そのため、以下の期間、運用を休止し、受信確認調査を実施させていただきます。 

なお、本受信確認調査は、総務省『基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置

の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン』に沿って実施してま

いります。 

本調査期間において、テレビ愛媛が映らなくなった方は、お手数をおかけいたしますが、 

お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

 

 

  

 

   

 

【御槇テレビ中継局の一時運用休止期間】 

  2026年 6月２２日（月）～2026年６月２８日（日） （予定） 

   ※ただし、実施状況により休止期間を短縮・延長する場合がございます 

 

【お問い合わせ先】 

 ㈱テレビ愛媛 技術局  〒790-8537 愛媛県松山市真砂町１１９ 

 【電話】089-907-8118    【メール】kyushi＠ebc.co.jp 


